
意見書案第１７号 

 

集団的自衛権行使を容認する解釈改憲 

を行わないことを求める意見書 

 

内閣法制局長官は、国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきた

が、集団的自衛権については、「行使ができないのは憲法９条の制約である。わ

が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自

衛権はその枠を超える」（１９８３年４月、角田内閣法制局長官）とし、憲法上

許されないとしてきた。 

また、これまで政府は、憲法９条２項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」

「自衛のための必要最小限度の実力組織である」と説明し、「そういった自衛隊

の存在理由から派生する当然の問題」（１９９０年１０月、工藤内閣法制局長官）

として、武力行使の目的をもった部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使、武力

行使を伴う国連軍への参加の３点について「許されない」という見解を示して

きた。 

 よって、政府においては、日本の「自衛」とは無関係で、なおかつ海外で戦

争をする国となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは行わないよ

う強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成２５年（２０１３年）１２月１２日 

 

札幌市議会   

 

（提出先）内閣総理大臣、総務大臣 

（提出者）民主党・市民連合、日本共産党及び市民ネットワーク北海道 

所属議員全員 
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